
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

■院長よりご挨拶 

 

 当院は初代院長（海保 保）が昭和 23 年に外科系専門病院として開設しました。（昭

和 29 年に医療法人として設立）途中、昭和 47 年に二代目院長（現院長）が後を継

ぎ、以来一貫して地域医療に貢献しています。 

平成 10 年には医療需要の増大に対応すべく病院の増改築を行い、外科・整形外科病

院としての機能の充実を図りました。これからも、地域の皆様の健康をお守りするた

め、病気の予防にも注力していく所存ですので、安心して気軽に受診していただけれ

ば幸いです。 

                                                    

院長 海保 允 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院外観 



  



●整形外科手術件数 

 

 

 

 

平成 25 年 

 

平成 26 年 

 

平成 27 年 

 

平成 28 年 

 

平成 29 年 

 

平成 30 年 

 

令和元年 

 

令和 2 年 

 

令和 3 年 

 

令和 4年 

 

人工関節置換術 

（膝） 

 

0 件 

 

3 件 

 

2 件 

 

3 件 

 

5 件 

 

8 件 

 

6 件 

 

4 件 

 

4 件 

 

1 件 

 

人工関節置換術 

（股） 

 

0 件 

 

3 件 

 

1 件 

 

0 件 

 

0 件 

 

1 件 

 

1 件 

 

3 件 

 

5 件 

 

3 件 

 

人工骨頭置換術 

（股） 

 

20 件 

 

17 件 

 

18 件 

 

17 件 

 

9 件 

 

17 件 

 

13 件 

 

12 件 

 

19 件 

 

12 件 

 

骨折観血的手術 

（四肢） 

 

67 件 

 

74 件 

 

97 件 

 

59 件 

 

56 件 

 

73 件 

 

88 件 

 

75 件 

 

80 件 

 

86 件 

 

ばね指手術 

 

 

2 件 

 

3 件 

 

4 件 

 

0 件 

 

0 件 

 

2 件 

 

0 件 

 

2 件 

 

0 件 

 

1 件 

 

アキレス腱断裂 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 件 

 

2 件 

 

0 件 

 

1 件 

 

3 件 

 

0 件 

 

 



●リハビリテーションセンター 

リハビリテーション科では、運動器疾患の急性期リハを中心に脳血管疾患・廃用症候群・呼吸器疾

患のリハ提供体制の充実に向け取り組んでいます。外来リハも実施しており退院後のフォローや近隣

施設からの紹介も受け入れ、みなぎる地域医療を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動療法スペース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

作業療法スペース 

《施設基準》 

   ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 

   ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 

   ・廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) 

・呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 

 

《スタッフ》 

・理学療法士   9 名 

・作業療法士   2 名 

・柔道整復師   1 名 

物理療法スペース                  ・リハビリ助手 8 名 

 



●デイケアセンター 

《短時間通所リハビリテーション》 

介護保険制度でのリハビリテーションです。短時間通所リハビリテーションは、長時間の滞在が不

可能な方や、医療保険から介護保険に移行しても、ニーズに沿ったサービスを継ぎ目なく一貫して受

けることを目的としたサービスです。 

 

[スケジュール] 

短時間コース（1 時間以上 2 時間未満）      

・月曜日～金曜日               

① 9：00 ～ 10：30 （20 名）      ②10：30 ～ 12：00 （20 名）  

③13：30 ～ 15：00 （20 名） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

談話スペース                  リハビリスペース 

 

   ご利用当日の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーションとは、病気や障害などで通院が困難な方のために、かかりつけ医との連携

により、理学療法士や作業療法士などがご自宅を訪問し、リハビリテーションなどを行います。利用

者・患者本人と自宅環境との適合を調整し、自宅での自立支援に効果的なサービスです。 

 

[医療保険と介護保険について] 

訪問リハビリテーションのサービスは医療保険でも介護保険でもご利用いただくことができます。

ただし、65 歳以上で要介護認定を受けている方は、原則として介護保険が優先します。65 歳未満

の方や、65 歳以上で要介護認定を受けていない方の利用は医療保険※での利用となります。 

※在宅患者訪問在宅診療料を算定している方のみ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 4 月 1 日 


